
ー

底
本
に
つ
い
て

第
十
三
・
十
四
冊
解
説

校
訂
上
の
諸
問
題

校
訂
本

西

里

喜

行

琉
球
王
国
時
代
に
編
修
さ
れ
た

『歴
代
賓
案
』
文
書

（
以
下
、
オ
リ
ジ
ナ

ル
文
書
）
は
す
で
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
現
存
す
る
影
印
本
や
写
本
を

底
本
と
し
、
新
た
に
発
掘
さ
れ
た
関
連
文
書
を
も
参
照
し
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル

文
書
を
可
能
な
限
り
再
現
す
る
試
み
が
進
行
中
で
あ
る
。
校
訂
本
第
十
三

冊
•
第
十
四
冊
も
そ
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

。

第
十
三
冊
に
は
第
二
集
の
巻
一
七
四
か
ら
巻

一
八
九
ま
で
、
第
十
四
冊

に
は
巻
一
九

0
か
ら
巻
二
0
0ま
で
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ほ
ぼ
編
年
体
で

構
成
さ
れ
て
い
る
第
二
集
の
最
後
の
二
冊
で
あ
っ
て
、
年
代
的
に
見
る
と
第

十
三
冊
は
道
光
二
十
一
年
（
一
八
四
一
）
か
ら
道
光
三
十
年
（

一
八
五

0
)

ま
で
、
第
十
四
冊
は
道
光
三
十
年
か
ら
咸
豊
八
年
(
-
八
五
八
）
ま
で
の
文

書
を
含
ん
で
い
る
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
文
書
を
可
能
な
限
り
正
確
に
再
現
す
る
と
い
う
方
針
か
ら
す

れ
ば
、
一
九
三
三
年
（
昭
和
八
）
に
故
鎌
倉
芳
太
郎
氏
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
書

を
写
真
撮
影
し
た
影
印
本
（
以
下
、
鎌
倉
本
）
を
第
一
の
底
本
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
残
念
な
が
ら
鎌
倉
本
に
は
第
十
三
冊
の
文
書
は
―
つ
も
含

ま
れ
て
お
ら
ず
、
第
十
四
冊
の
巻
一
九
三

・
巻
一
九
四
の
文
書
を
収
録
し
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。
鎌
倉
氏
よ
り
や
や
遅
れ
て
故
東
恩
納
寛
惇
氏
が
写
真
撮

影
し
た
影
印
本
（
東
恩
納
本
）
に
も
第
十
三
冊
•
第
十
四
冊
の
文
書
は
一
点

も
含
ま
れ
て
い
な
い
。

第
十
三
冊
•

第
十
四
冊
の
文
書
を
含
む
写
本
で
現
存
す
る
異
本
は
次
の
二

つ
で
あ
る
。
第
一
に
、

『歴
代
賣
案
』
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
書
が
久
米
村
か
ら

旧
沖
縄
県
立
図
書
館
へ
移
管
さ
れ
た
直
後
の

一
九
三
三
年
か
ら
一
九
三
八
年

（
昭
和
十
三
）
に
か
け
て
筆
写
さ
れ
、
翌
年
校
訂
完
了
し
た
と
推
定
さ
れ
る

オ
リ
ジ
ナ
ル
文
書
の
副
本
（
以
下
、
県
立
図
書
館
本
1
1
県
医
本
）
、
第
二
に

一
九
三
六
年
（
昭
和
十

一
）
か
ら
数
年
か
け
て
故
小
葉
田
淳
氏
を
中
心
と
す

る
台
北
帝
国
大
学
の
委
嘱
で
旧
沖
縄
県
立
図
書
館
蔵
本
を
抄
写
し
た
も
の

を
、
一
九
七

二
年
（
民
国
六
十

一
）
に
台
湾
大
学
が
影
印
刊
行
し
た
影

印
本
（
以
下
、
台
湾
大
学
本
1
1
台
大
本
）
で
あ
る
。
台
大
本
は
諸
写
本
の

中
で
最
も
分
量
が
多
く
、
ほ
ぼ
全
巻
を
包
括
し
て
い
て

『歴
代
賓
案
』
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
文
書
の
全
体
構
成
を
留
め
て
い
る
け
れ
ど
も
、
錯
簡
や
筆
写
の
際

の
誤
字
・
脱
字
が
多
く
、
ま
た
影
印
に
当
た
っ
て
脱
落
や
錯
簡
が
生
じ
た
と

推
定
さ
れ
る
部
分
も
少
な
く
な
く
、
全
体
と
し
て
良
質
の
写
本
と
は
み
な
さ

れ
て
い
な
い
。

以
上
の
点
を
考
慮
し
て
、
底
本
に
は
ま
ず
鎌
倉
本
を
第
一
に
優
先
し
、
第

ニ
に
県
図
本
、
第
三
に
台
大
本
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。

鎌
倉
本
を
底
本
に
し
た
の
は
、
巻

一
九
三

・
巻
一
九
四
（
以
上
、
第
十
四
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『
歴
代
賣
案
』

の
台
大
本
全
十
五
冊
の
内
、
第
一
冊
•
第

二
冊
に
は
オ
リ

ジ
ナ
ル
文
書
の
第
一
集
に
相
当
す
る
文
書
が
収
録
さ
れ
、
第
一二
冊
か
ら
第
十

四
冊
ま
で
の
十
二
冊
に
は
第
二
集
相
当
の
文
書
、
第
十
五
冊
に
は
第
三
集
及

び
別
集
（
仏
英
情
状
等
）
相
当
の
文
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
台
大
本
第
三

冊
に
収
録
さ
れ
て
い
る

『歴
代
賓
案
』
第
一

一集
筆
写
本
の
巻
頭
に
は
、
上
・

下
に
分
け
た
目
録
が
配
置
さ
れ
、
上
に
は
「
歴
代
賓
案
一
一
集
目
録
」
、
下
に

は
「
歴
代
賓
案
二
集
目
録
下
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
目
録
に
は
各
文
書
の

表
題
だ
け
で
な
く
内
容
を
簡
潔
に
要
約
し
た
概
要
も
付
さ
れ
て
い
て
、
『
歴

代
賣
案
』
の
世
界
を
鳥
敵
す
る
の
に
便
利
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
う
い
う
わ

け
か
、
目
録
に
列
記
さ
れ
て
い
る
文
書
で
本
文
に
無
い
も
の
、
本
文
に
存
在

目
録
と
本
文
の
対
応
関
係
等
に
つ
い
て

冊
）
で
あ
る
（
但
し
、
鎌
倉
本
巻
一
九
三
に
欠
落
し
て
い
る
一
号
文
書
＼
九

号
文
書
、
お
よ
び
鎌
倉
本
巻
一
九
四
に
欠
落
し
て
い
る
一
号
文
書
＼
六
号
文

書
は
、
台
大
本
を
底
本
に
用
い
て
い
る
）
。
県
図
本
を
底
本
に
し
た
の
は
、

巻
一
七
四
・
巻
一
七
七
・
巻
一
七
八
・
巻
一
七
九
・
巻
一
八

O
・巻
一
八

一・

巻

一
八
七
（
以
上
、
第
十
三
冊
）
、
巻
一
九

0

(以
上
、
第
十
四
冊
）
で
あ
る
。

台
大
本
を
底
本
に
し
た
の
は
、
巻
一
七
五
・
巻

一
七
六

・
巻

一
八
ニ

・
巻

一

八
三
・
巻
一
八
四
・
巻
一
八
五
・
巻
一
八
六
・
巻
一
八
八
・
巻

一
八
九
（
以
上
、

第
十
三
冊）
、
巻
一
九
一
・
巻
一
九
ニ
・
巻
一
九
五
・
巻
一

九
六
・
巻

一
九
七
・

巻
一
九
九
・
巻
―

1
0
0

C

以
上
、
第
十
四
冊
）
で
あ
る
。

す
る
の
に
目
録
に
無
い
も
の
の
外
、
目
録
と
本
文
で
は
文
書
の
配
列
順
序
や

巻
の
分
け
方
が
異
な
る
事
例
も
少
な
く
な
く
、
そ
の
上
、
巻
数
の
表
示
の
誤

写
な
ど
も
重
な
っ
て
、
目
録
と
本
文
は
必
ず
し
も
正
確
に
対
応
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。

目
録
と
本
文
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
校
訂
本

解
説
」
（
『歴
代
賓
案
』
校
訂
本
第
四
冊
沖
縄
県
立
図
書
館
史
料
編
集
室
編

沖
縄
県
教
育
委
員
会

一
九
九
――-）

に
お
い
て
故
神
田
信
夫
氏
が
大
枠
の
検

討
を
試
み
ら
れ
、
巻
数
の
誤
写
な
ど
必
要
最
小
限
の
補
正
を
加
え
た
上
で
、

第
三
冊
•
第
四
冊

『歴
代
宝
案
』
訳
注
本
第
三
冊
に
「
歴
代
宝
案
一
一
集
目
録
」
の
全
文
読
み
下

し
文
を
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
神
田
氏
が
補
正
さ
れ
た
訳
注
本
の

目
録
に
依
拠
し
て
、
第
十
三
冊
と
第
十
四
冊
に
お
け
る
目
録
と
本
文
の
対
応

関
係
や
校
訂
上
の
措
置
に
つ
い
て
、
箇
条
書
き
的
に
列
挙
し
て
お
き
た
い
。

①
巻
一

七
八
の
場
合
。
本
文
は
二
十
点
の
文
書
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
け

れ
ど
も
、
本
文
後
半
の
一

四
号
文
書
（
沓
謝
の
事
）
か
ら
二
0
号
文
書
（
執

照
）
ま
で
は
、
目
録
に
は
列
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
七
点
の
文
書
は
、
目

録
に
拠
れ
ば
、
巻
一
七
九
の

一
五
号
文
書
か
ら
―
二
号
文
書
に
相
当
す
る
。

②
巻

一
七
九
の
場
合
。
目
録
に
は
二
十
二
点
の
文
書
の
見
出
し
を
列
記
し

て
い
る
が
、
目
録
記
載
の
一
五
号
文
書
（
杏
謝
の
事
）
か
ら
二
0
・
ニ
―
号

文
書
（
執
照
二
通
）
ま
で
は
、
本
文
に
欠
落
し
、
本
文
巻
一
七
八
の

一
四
号

文
書
か
ら
―
-0号
文
書
に
相
当
す
る
こ
と
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、

巻
一
七
九
の
一
四
号
文
書
は
錯
簡
が
甚
だ
し
い
（
後
述
）
。

③
巻
一
八
二
の
場
合
。
目
録
に
は
十
点
の
文
書
を
列
記
し
て
い
る
が
、
本
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本
の
巻
一
八
二
に
混
入
し
て
い
た
三
点
の
文
書

（
具
題
を
詳
請
す
る
事

・
正

朔
を
頒
告
す
る
事
・
抄
摺
し
て
行
知
す
る
事
）
は
目
録
記
載
の
巻
一
七
六
の

三
文
書
と
判
断
さ
れ
る
の
で
、
前
掲
三
点
の
文
書
を
巻

一
八
―一
か
ら
巻

一
七

六
へ
移
動
さ
せ
、
台
大
本
の
本
文
に
欠
落
し
て
い
た
巻

一
七
六
を
校
訂
に
よ

っ
て
復
活
さ
せ
た
。
そ
の
際
、

三
点
の
文
書
の
欠
損
部
分
は
他
の
関
連
文
書

に
よ
っ
て
推
定
し
補
修
し
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

④
巻
一
八
六
・
巻

一
八
七
の
場
合
。
目
録
の
巻

一
八
六
に
は
三
十
九
点
の

文
書
を
列
記
し
て
い
る
が
、
本
文
で
は
目
録
の

一
号
文
書

（進
貢
表
）
か
ら

ニ
四
号
文
書
（
移
次
口
の
事
）
ま
で
を
巻
一
八
六
に
入
れ
、
目
録
の
二
五
号
文

書
（
進
貢
の
事
）
か
ら
三
八
・

三
九
号
文
書

（
執
照
二
通
）
ま
で
を
巻

一
八

七
と
し
て
分
割
し
て
い
る
。
な
お
、
本
文
の
巻

一
八
六
の
一
四
号
文
書

（奏

文
）
と
二
三
号
文
書
（
官
生
病
故
）
は
目
録
に
は
無
く
（
従
っ
て
本
文
の
巻

一
八
六
は
二
十
六
点
の
文
書
を
含
み
）
、
本
文
巻

一
八
七
の
九
号
文
書

（天

恩
に
恭
謝
す
る
事
）
は
三
号
文
書
と
同
文
（
重
複
）
で
あ
る
の
で
、
巻

一
八

七
も
実
際
に
は
十
五
点
の
文
書
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

⑤
巻
一
八
八
の
場
合
。
目
録
に
は
巻

一
八
八
の
標
示
が
三
個
所
に
あ
り
、

各
個
所
と
本
文
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
は
、
神
田
氏
が
以
下
の
よ
う
に
指

摘
し
て
い
る
。

ー

「
目
録
の
巻
一
八
七
の
条
に
み
え
る
文
書
は
、
本
文
で

は
巻
一
八
八
の
前
半
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
目
録
に
は
巻

一
八
八
の
標
示

が
三
個
所
も
あ
る
。
そ
の
一
番
目
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
の
も
の
は
、
本
文

書
（
礼
部
に
次
口
す

文
で
は
目
録
冒
頭
の
一
号
文
書
（
表
一
通

進
貢
の
事
）
が
無
く
、

二
号
文

進
貢
の
事
）
の
大
半
は
欠
損
し
て
い
る
。
な
お
、
台
大

で
は
巻
一
八
八
の
後
半
に
収
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
恐
ら
く
一
番
目
の
巻
一

八
八
の
標
示
は
術
字
で
、
元
来
目
録
で
は
巻

一
八
七
の
後
半
に
記
載
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
二
番
目
の
巻

一
八
八
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
文
書
の
内
容

は
本
文
で
は
そ
の
全
部
が
欠
落
し
て
い
る
。
三
番
目
の
巻
一
八
八
は
、
目
録

に
巻

一
八
九
が
欠
け
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
巻
一
八
九
の
誤
写
と
思

わ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
も
本
文
の
巻

一
八
九
と

一
致
す
る
」
（
『歴
代
賞
案
』

校
訂
本
第
四
冊
五
九
四
頁

沖
縄
県
立
図
書
館
史
料
編
集
室
編
沖
縄
県

教
育
委
員
会

一
九
九
三
年
）
と
。
要
す
る
に
、
目
録
記
載
の
巻
一
八
八
の

二
十
二
点
の
文
書
は
す
べ
て
欠
落
し
、
現
存
し
な
い
。

⑥
巻

一
九
五
の
場
合
。
目
録
に
は
十
六
点
の
文
書
を
列
記
し
て
い
る
が
、

本
文
で
は
目
録
の
最
後
の

一
六
号
文
書

（
抄
摺
し
て
行
知
す
る
事
）
を
欠
落

し
、
十
五
点
の
文
書
を
収
録
す
る
の
み
で
あ
る
。

⑦
巻
一
九
六
の
場
合
。
目
録
に
は
三
十
二
点
の
文
書
を
列
記
し
て
い
る

が
、
本
文
の
二
三
号
文
書
（
杏
覆
の
事
）
は
目
録
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の

で
、
本
文
は
三
十
三
点
の
文
書
を
含
む
こ
と
に
な
る
。

⑧
巻

一
九
八
の
場
合
。
目
録
に
は
三
十
点
の
文
書
を
列
記
し
て
い
る
が
、

本
文
で
は
全
文
書
を
欠
落
し
て
い
て
、
本
巻
は
現
存
し
な
い
。

⑨
巻

一
九
九
の
場
合
。
目
録
に
は
十
三
点
の
文
書
を
列
記
し
て
い
る
が
、

目
録
記
載
の

一
号
文
書

（
正
朔
の
事
）
と
二
号
文
書

（
進
貢
の
事
）
は
本
文

に
は
欠
落
し
、
他
方
で
底
本
（
台
大
本
）
の
一
号
文
書
（
抄
摺
し
て
行
知
す

る
事
）
は
目
録
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
目
録
記
載
の
巻
一
九
九
の
一

号
文
書
と
二
号
文
書
は
底
本
（
県
図
本
）

で
は
巻

一
七
九
の
一
五
号
文
書
と
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一
六
号
文
書
に
相
当
す
る
と
判
断
さ
れ
る
（
後
述
）
。

⑩
巻
二
0
0
の
場
合
。
目
録
に
は
四
十
一
点
の
文
書
を
列
記
し
て
い
る

が
、
目
録
記
載
の
一
号
文
書
（
勅
一
通
）
と
二
号
文
書
（
知
照
の
事
）
は
本

文
に
は
欠
落
し
、
本
文
の
一
号
文
書
（
正
朔
頒
告
の
事
）
は
目
録
に
無
い
の

で
、
本
文
は
四
十
点
の
文
書
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

目
録
と
本
文
が
必
ず
し
も
対
応
し
な
い
事
例
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
な

お
、
各
巻
の
文
書
構
成
は
基
本
的
に
は
進
貢
船
や
接
貢
船
の
船
便
で
も
た
ら

さ
れ
る
文
書
を
基
準
と
し
て
編
修
さ
れ
て
い
る
が
、
漂
流
遭
難
な
ど
の
事
情

で
、
各
巻
に
収
録
さ
れ
る
文
書
は
必
ず
し
も
一
年
単
位
で
年
月
日
順
に
配
列

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

二
＼
三
年
間
の
文
書
を
ま
と
め
て

一
巻
を
構

成
す
る
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
巻
一
八
三
は
「
道
光
―
―
十
七
年
未
進
貢

帰
帆
文
」
、
即
ち
道
光
二
十
七
年
に
帰
国
し
た
進
貢
船
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
文
書
を
収
録
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
に
は
道
光
二
十
五
年

・
道

光
二
十
六
年
・
道
光
二
十
七
年
の
日
付
の
文
書
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
間

の
事
情
に
つ
い
て
は
、
目
録
の
概
要
に
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

|
|
「
勅
語
・

礼
部
の
回
杏
監
び
（
道
光
）

二
十
六
年
分
の
正
朔
、
併
び
に

官
生
向
克
秀
の
病
故
の
一
款
、
布
政
司
の
回
杏
は
例
と
し
て
応
さ
に
（
道
光
）

ま

二
十
四
年
の
貢
使
存
留
し
て
去
年
（
道
光
二
十
六
年
）
を
等
ち
て
齋
捧
し
て

国
に
到
る
べ
し
。
但
、
（
道
光
）
二
十
五
年
に
遣
わ
す
所
の
接
貞
船
隻
、
未

だ
間
省
に
到
ら
ざ
る
に
因
り
、
（
道
光
二
十
四
年
の
貢
使
は
）
閲
に
留
ま
る

こ
と

一
歳
、
（
道
光
）
二
十
六
年
に
遣
わ
す
所
の
進
貢
頭
号
船
に
搭
駕
し
て
、

本
年
（
道
光
二
十
七
年
）
齋
捧
し
て
国
に
到
る
」
と
。

錯
簡
．
紛
れ
込
み
文
書
・
欠
損
文
書
の
処
理
に
つ
い
て

要
す
る
に
、
道
光
二
十
五
年
に
派
遣
し
た
接
貢
船
が
な
ん
ら
か
の
事
情
で

福
州
へ
到
着
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
道
光
二
十
四
年
派
遣
の
進
貢
使
は
予
定

通
り
道
光
二
十
六
年
に
帰
国
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
一
年
間
福
州
に
滞
在
し

て
道
光
二
十
七
年
に
進
貢
船
で
帰
国
し
た
の
で
、
持
参
し
た
道
光
二
十
五
年

以
後
の
文
書
を
も
含
め
て
「
道
光
―
―
十
七
年
未
進
貢
帰
帆
文
」
と
し
て
巻
一

八
三
に
収
録
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
本
文
で
大
半
を
欠
損
し
て
い
る
文
書
で
も
、
目
録
に
よ
っ
て
そ
の

概
要
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
事
例
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
巻

一
八
二
の

本
文
冒
頭
の
文
書

（
目
録
で
は
二
号
文
書
の
杏
文
「
進
貢
の
事
」
）
は
欠
損

文
書
で
、
最
後
の
数
行
を
留
め
る
の
み
で
あ
る
が
、
目
録
の
概
要
に
は
次
の

よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
内
に
、
特
に
王
舅
毛
増
光
等
を
遣
わ
し

て
別
に
次
口
文
を
捧
げ
、
前
み
て
福
建
に
詣
ら
し
め
、
布
政
使
司
に
陳
請
し
、

督
撫
両
院
に
転
詳
し
て
聖
諭
を
奏
請
し
、
射
ら
嘆
咄
の
両
客
、
国
に
在
り
て

医
を
行
い
通
商
す
る
を
止
め
し
め
、
併
せ
て
留
ま
る
所
の
人
を
接
回
せ
し
め

ん
と
す
等
の
事
あ
り
」
と
。
ア
ヘ
ン
戦
争
後
の
欧
米
列
強
の
圧
力
が
強
ま
る

中
で
、
琉
球
に
逗
留
し
た
英
仏
宣
教
師
の
退
去
に
つ
い
て
、
清
国
当
局
に
外

交
交
渉
を
要
請
す
る
た
め
の
陳
情
使
節
の
派
遣
を
通
知
す
る
文
書
も
含
ま
れ

て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

台
大
本
の
第
十
三
冊
•
第
十
四
冊
に
は
錯
簡
が
少
な
く
な
く
、
県
図
本
に
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も
台
大
本
と
ほ
ぼ
同
様
の
錯
簡
が
認
め
ら
れ
る
。
底
本
に
用
い
た
台
大
本
・

県
図
本
の
錯
簡
．
紛
れ
込
み
文
書

・
欠
損
文
書
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
事
例

に
応
じ
て
次
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
し
た
。

①
台
大
本
の
巻
一
八
二
に
は
甚
だ
し
い
錯
簡
文
書
が
含
ま
れ
て
い
て
、

他

の
巻
の
三
点
の
文
書
（
具
題
を
詳
請
す
る
事
・
正
朔
を
頒
告
す
る
事
・
抄
摺

し
て
行
知
す
る
事
）
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
。
三
点
の
紛
れ
込
み
文
書
は
目
録

記
載
の
巻
一
七
六
の
三
点
の
文
書
に
相
当
す
る
が
、
巻
一
七
六
は
台
大
本
の

本
文
で
は
欠
巻
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
校
訂
に
当
た
っ
て
は
、

三
点
の
紛

れ
込
み
文
書
を
一
纏
め
に
し
、
巻
一
七
六
と
し
て
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
し
た

こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

三
点
の
紛
れ
込
み
文
書
に
は
錯

簡
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
欠
損
部
分
も
少
な
く
な
い
。
復
活
さ
せ
た
巻
一
七

六
の
一
号
文
書
（
具
題
を
詳
請
す
る
事
）
の
場
合
は
、
冒
頭
の
欠
損
部
分
を
、

巻
一
七
七
の
二
号
文
書
及
び
巻
一
七
五
の
一

三
号
文
書
を
参
照
し
て
ゴ
チ
ッ

ク
体
で
補
い
、
且
つ
文
書
発
信
者
を
「
福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司
」
と
推
定

し
て
挿
入
し
た
。
復
活
さ
せ
た
巻
一
七
六
の
二
号
文
書

（
正
朔
を
頒
告
す
る

事
）
の
場
合
は
、
後
半
の
一
部
を
欠
損
し
て
い
る
が
、
ど
の
年
度
の
正
朔
な

の
か
判
定
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
「
後
欠
」
と
表
示
し
て
処
理
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
三
号
文
書
（
抄
摺
し
て
行
知
す
る
事
）
の
場
合
は
、
冒
頭
の
欠

損
部
分
と
文
末
の
欠
損
部
分
を
、
巻
一
七
八
の
一
四
号
文
書
を
参
照
し
て
ゴ

チ
ッ
ク
体
で
補
い
、
冒
頭
見
出
し
を
「
福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司
為
抄
摺
行

知
事
」
と
推
定
し
て
挿
入
す
る
措
置
を
採
っ
た
。

②
底
本
に
用
い
た
県
図
本
の
巻
一
七
八
の
一
号
文
書
（
勅
諭
）
の
場
合
、

こ
よ
、

9
_
 県

図
本
巻
一
七
八
の

一
枚
表
即
ち
―

ニ
ニ
八
一
頁
（
台
大
本
で
は
七
三
五一

頁
下
段
）
に
は
文
末
三
行
の
記
載
が
あ
る
だ
け
で
、
文
頭
か
ら
一
六
行
ま
で

は
三
十
八
枚
即
ち
―

二
三
五
三
頁
＼―

二
三
五
四
頁
（
台
大
本
で
は
七
三
七

0
頁
上
段
）
に
紛
れ
込
ん
で
い
る
の
で
、
前
者
と
後
者
の
配
置
を
入
れ
換
え

た
上
で
両
者
を
合
体
し
、
一
号
文
書
と
し
て
再
構
成
し
た
。

③
底
本
に
用
い
た
県
図
本
の
巻
一
七
九
の
一
号
文
書
（
表
文
）
は
欠
損
文

書
で
あ
っ
て
、
前
半
を
欠
損
し
、
巻
一
七
九
の
一
枚
表
裏
即
ち
―

二
四
一
四

頁
＼
―
二
四
一
五
頁
（
台
大
本
で
は
七
三
八
五
頁
下
段
）
に
は
後
半
部
分
だ

け
収
め
て
い
る
が
、

『頒
賜
遺
詔
謝
表
』
（
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
所
蔵
）

を
参
照
し
て
前
半
部
分
を
ゴ
チ
ッ
ク
体
で
補
っ
た
。

④
底
本
に
用
い
た
県
図
本
の
巻
一
七
九
の
一
四
号
文
書
（
杏
覆
の
事
）
の

場
合
、
前
半
部
分
は
巻
一
七
九
の
四
十
六
枚
＼
四
十
八
枚
即
ち

―
二
五

0
四

頁
＼
―
二
五

0
九
頁
（
台
大
本
で
は
七
四

0
八
頁
＼
七
四

0
九
頁
上
段
）
に

収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
後
半
部
分
は
巻

一
七
八
の
六
十
二
枚
＼
六
十
四
枚
即

ち―

二
四
0
一
頁
＼

―二
四
0
六
頁
と
三
十
九
枚
＼
四
十
枚
表
即
ち
―

二
三

五
五
頁
5
―
二
三
五
七
頁
（
台
大
本
で
は
七
三
八
二
頁
＼
七
三
八
三
頁
上
段

及
び
七
三
七
0
頁
下
段
＼
七
三
七
一
頁
上
段
）
に
分
散
し
て
収
め
ら
れ
て
い

る
。
三
箇
所
に
分
散
さ
れ
て
い
た
文
書
を
一
纏
め
に
し
て
巻
一
七
九
の
一
四

号
文
書
と
し
て
再
構
成
し
た
。

⑤
目
録
に
よ
れ
ば
、
巻

一
七
九
は
「
道
光
二
十
四
年
辰
進
貢
文
」
を
収
録

し
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
底
本
に
用
い
た
県
図
本
の
巻
一
七
九

一
五
号
文
書

（
咸
豊
七
年
正
朔
頒
告
の
事
）
と

一
六
号
文
書
（
咸
豊
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六
年
進
貢
の
事
）
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
文
書
は
紛
れ
込
み
文
書

と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
校
訂
本
第
十
三
冊
の
巻
一
七
九
に
は
含
め
な
い
こ
と

と
し
、
「
咸
豊
七
年
巳
進
貢
帰
帆
文
」
を
収
め
た
巻
一
九
九
の
一
号
文
書
（
正

朔
の
事
）
及
び
二
号
文
書

（
進
貢
の
事
）
と
み
な
し
て
、
校
訂
本
第
十
四
冊

の
当
該
箇
所
へ
移
動
し
て
配
置
す
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
底
本
の
一
五
号

文
書
に
は
錯
簡
が
あ
り
、
一
六
号
文
書
の
後
半
は
欠
損
し
て
い
る
。
ま
た
、

前
述
の
よ
う
に
、
台
大
本
巻
一
九
九
の
本
文
に
は
目
録
の

一
号
文
書
（
底
本

巻
一
七
九
の
一
五
号
文
書
）
及
び
二
号
文
書
（
底
本
巻
一
七
九
の
一
六
号
文

書
）
は
な
い
が
、
他
方
で
目
録
に
な
い
文
書
（
抄
摺
し
て
行
知
す
る
事
）
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。
校
訂
本
第
十
四
冊
で
は
、
こ
れ
を
巻
一
九
九
の
三
号
文

書
と
し
て
収
録
す
る
こ
と
に
し
た
。

⑥
底
本
の
巻
一
八
四
の
一
号
文
書
（
恭
し
く
勅
書
を
迎
え
前
び
に
使
臣
を

接
回
す
る
事
）
は
前
半
を
欠
損
し
て
い
る
が
、
巻
一
八
五
の
一
四
号
文
書
を

参
照
し
て
ゴ
チ
ッ
ク
体
で
補
っ
た
。

⑦
底
本
の
巻
一
九
二
の
一

一
五
号
文
書
（
次
口
請
の
事
）
の
場
合
、

冒
頭
前
段

（
台
大
本
の
七
九
九

0
頁
下
段
）
が
切
り
離
さ
れ
て
、
本
文
書
の
後
へ
配
憶

さ
れ
、
後
続
部
分
（
台
大
本
の
七
九
八
五
頁
＼
七
九
九

0
頁
上
段
）

と
入
れ

替
わ
っ
て
い
る
。
校
訂
本
第
十
四
冊
で
は
本
来
の
位
置
に
戻
し
て
二
五
号
文

書
と
し
て
再
構
成
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
底
本
と
し
て
の
台
大
本
第
十
三
冊
及
び
第
十
四
冊
及
び

県
図
本
に
は
、
錯
簡
．
紛
れ
込
み
文
書
・
欠
損
文
書
な
ど
が
少
な
く
な
い
。

現
段
階
で
は
、
い
か
な
る
事
情
に
因
る
も
の
か
は
判
明
し
な
い
が
、
咸
豊
八

年
後
の
文
書
を
収
録
し
た
第
三
集
の
外
に
、
ア
ヘ
ン
戦
争
後
の
外
圧
に
直
面

し
て
、
欧
米
列
強
へ
の
対
応
に
関
わ
る
文
書
を
、
別
集
（
仏
英
情
状
等
）
と

し
て
新
た
に
編
成
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
こ
と
と
関
係
す
る
の
か
も
知
れ
な

い
。
校
訂
本
第
十
五
冊
に
収
録
予
定
の
第
三
集
・
別
集
な
ど
に
関
す
る
問
題

は
今
後
の
課
題
と
し
て
保
留
し
て
お
き
た
い
。

内
容
上
の
諸
問
題

欧
米
列
強
と
東
ア
ジ
ア

第
十
三
冊
•
第
十
四
冊
に
収
録
さ
れ
て
い
る
文
書
は
、
時
期
的
に
は
、

八
四
一
年
か
ら
一
八
五
八
年
ま
で
の
十
八
年
間
に
作
成
さ
れ
た
外
交
文
書
で

あ
る
。
ア
ヘ
ン
戦
争
か
ら
太
平
天
国
・
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
最
中
ま
で
の
、

清
国
に
と
っ

て
文
字
通
り
の
内
憂
外
患
の
時
期
で
あ
る
。
収
録
文
書
の
内
容

を
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
ず
こ
の
時
期
の
欧
米
列
強
の
「
外
圧
」
と
東
ア
ジ

ア
（
そ
の
一
部
と
し
て
の
琉
球
）
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
フ
ォ
ロ
ー
し
て
お

(
-
）
ア
ヘ
ン
戦
争
と
清
国
・
日
本
・
琉
球

清
国
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
的
な
国
際
秩
序
1
1
冊
封
進
貢
体
制

は
十
九
世
紀
に
入
る
と
、
進
貢
船
等
の
相
次
ぐ
遭
難
事
故
、
漂
流
・
漂
着
船

き
た
い
。

II 
第
十
三
冊
•
第
十
四
冊
収
録
文
書
の
歴
史
的
背
景
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の
急
増
、
偽
装
漂
着
と
密
貿
易
の
増
大
、
海
賊
集
団
の
横
行
、
宗
主
国
と
属

国
の
利
害
対
立
等
の
体
制
内
矛
盾
の
増
大
に
加
え
、
自
由
貿
易
を
要
求
す
る

欧
米
列
強
の
圧
力
1
1
外
圧
に
直
面
し
て
動
揺
し
始
め
る
。

一
八
四
〇
＼
四
二

年
の
ア
ヘ
ン
戦
争
が
そ
の
決
定
的
な
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
（
西
里
喜
行
「
冊
封
進
貢
体
制
の
動
揺
と
そ
の
諸
契
機
ー
|
'
嘉
慶

・
道
光

期
の
中
琉
関
係
を
中
心
に
」

『東
洋
史
研
究
』
第
五
十
九
巻
第
一
号

東
洋
史
研
究
会
二

0
0
0
年
参
照
）
。

圧
倒
的
な
軍
事
力
で
ア
ヘ
ン
戦
争
に
勝
利
し
た
イ
ギ
リ
ス
は

一
八
四
二
年

の
南
京
条
約
、
翌
年
の
虎
門
塞
追
加
条
約
に
よ
っ
て
、
広
州
・慶
門
・
福
州
・

寧
波

・
上
海
の
五
港
開
港
、
香
港
の
割
譲
、

ニ―

0
0万
ド
ル
の
賠
償
金
支

払
い
な
ど
を
清
国
側
に
認
め
さ
せ
た
外
、
協
定
関
税
制
、
領
事
裁
判
権
を
も

獲
得
し
た
。
清
国
側
は
関
税
自
主
権
を
喪
失
し
、
治
外
法
権
を
容
認
せ
ざ
る

を
得
ず
、
著
し
い
不
平
等
条
約
を
押
し
つ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ア
メ

リ
カ
は

一
八
四
四
年
七
月
の
中
米
望
屡
条
約
で
、
フ
ラ
ン
ス
も
同
年
十
二
月

の
中
仏
黄
哺
条
約
で
ほ
ぼ
同
内
容
の
利
権
を
獲
得
し
た
外
、
天
主
教
禁
止
令

を
弛
め
る
こ
と
な
ど
も
認
め
さ
せ
た
。

清
国
の
隣
国
日
本
で
も
幕
府
や
薩
摩
藩
当
局
は
ア
ヘ
ン
戦
争
に
重
大
な
関

心
を
寄
せ
、
情
報
収
集
に
最
大
限
の
努
力
を
傾
注
し
た
（
真
栄
平
房
昭
「
近

世
日
本
に
お
け
る
海
外
情
報
と
琉
球
の
位
置
」

『思
想
』
七
九
六
号
岩
波

書

店

一

九

九

0
年
参
照
）
。
ア
ヘ
ン
戦
争
初
期
の
広
東
港
外
に
お
け
る
海

戦
状
況
な
ど
の
戦
争
情
報
が
福
州
か
ら
帰
還
し
た
進
貢
船
に
よ
っ
て
琉
球
へ

も
た
ら
さ
れ
、

さ
ら
に
琉
球
か
ら
薩
摩
藩
を
通
じ
て
幕
府
へ
伝
達
さ
れ
て
い

清
文
堂
出
版

一
九
七
三
年

る
こ
と
、
福
州
駐
在
の
イ
ギ
リ
ス
領
事
レ
イ
（
李
太
郭
）
か
ら
福
州
琉
球
館

ヘ
届
け
ら
れ
た
南
京
条
約
の
漢
文
写
し
が
、
琉
球
側
か
ら
薩
摩
藩
へ
転
送
さ

れ
た
こ
と
な
ど
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
ア
ヘ
ン
戦
争
情
報
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ

ス
の
軍
事
的
脅
威
を
知
っ
た
幕
府
が
、
従
来
の
鎖
国
令
（
「
無
二
念
打
ち
払

い
令
」
）
を
厳
守
す
れ
ば
外
国
と
の
戦
争
に
至
る
こ
と
を
恐
れ
、
日
本
列
島

に
接
近
す
る
外
国
船
に
薪
水
給
予
を
認
め
る
措
置
を
採
っ
た
の
は
、
ア
ヘ
ン

戦
争
終
結
直
後
の
天
保
十
三
年
(
-
八
四
二
）
七
月
二
十
六
日
の
こ
と
で
あ

っ
た
（
『通
航

一
覧
続
輯
』
第
五
巻
附
録
三

参
照
）
。

と
こ
ろ
が
、
ア
ヘ
ン
戦
争
さ
な
か
の

一
八
四

0
年
八
月
十
四
日
、
舟
山
島

占
領
に
参
加
し
た
イ
ギ
リ
ス
艦
隊
所
属
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
オ
ー
ク
号
が
沖

縄
島
中
部
の
北
谷
沖
で
座
礁
し
た
際
、
琉
球
当
局
と
薩
摩
藩
の
在
番
奉
行
は

乗
組
員
六
十
七
名
全
員
を
救
助
し
、
四
十
余
日
に
わ
た
っ
て
手
厚
く
待
遇
し

た
上
、
ジ
ャ
ン
ク
船
を
建
造
し
て
舟
山
島
へ
送
り
返
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

琉
球
側
で
は
す
で
に
「
無
二
念
打
ち
払
い
令
」
を
無
視
し
、
「
薪
水
給
予
令
」

以
上
の
措
置
を
講
じ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
前
掲
西
里
「
冊
封
進
貢
体
制

の
動
揺
と
そ
の
諸
契
機
」
参
照
）
。
む
ろ
ん
、
琉
球
側
が
遭
難
し
た
乗
組
員

を
救
助

・
送
還
し
た
の
は
、
圧
倒
的
軍
事
力
を
誇
る
イ
ギ
リ
ス
の
圧
力
を
将

来
に
わ
た
っ
て
回
避
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
当
局
は
ア
ヘ
ン
戦
争
の
最
終
局
面
で
も
薪
水
・
生
鮮

食
料
品
な
ど
を
求
め
て
戦
艦
を
履
々
琉
球
列
島
へ
向
か
わ
せ
、
琉
球
の
戦
略

的
価
値
に
注
目
し
た
だ
け
で
な
く
、
講
和
交
渉
の
中
で
は
福
州
琉
球
館
の
交
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易
上
の
役
割
に
注
目
し
て
福
州
開
港
に
固
執
し
、
福
州
を
開
港
都
市
と
す
る

こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
の
延
長
線
上
で
、
イ
ギ
リ
ス
当
局
は
ア
ヘ
ン
戦
争
終

結
後
、
直
ち
に
琉
球
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
開
始
す
る
。

（
二
）
ア
ヘ
ン
戦
争
後
の
異
国
船
（
英
仏
艦
船
）
来
琉

ア
ヘ
ン
戦
争
に
も
参
加
し
た
ベ
ル
チ
ャ
ー
艦
長
の
率
い
る
サ
マ
ラ
ン
号

は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
命
を
受
け
、
清
国
航
路
と
そ
の
周
辺
の
地
域
の
測
量

を
目
的
と
し
て
、
一
八
四
三
年
か
ら
四
五
年
に
か
け
て
、
清
国
沿
岸
・
ボ
ル

ネ
オ
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
台
湾
・
琉
球
・
日
本
・
朝
鮮
な
ど
の
広
範
な
海
域
と

陸
地
を
探
査
し
た
が
、
こ
の
航
海
探
査
の
過
程
で
、
琉
球
列
島
が
重
要
な
探

査
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
前
掲
西
里
「
冊
封

進
貢
体
制
の
動
揺
と
そ
の
諸
契
機
」
参
照
）
。
サ
マ
ラ
ン
号
の
琉
球
列
島
探

査
は
前
後
――
一
回
に
わ
た
っ
て
い
る
。
第
一
回
は
一
八
四
三
年
十
月
か
ら
翌
年

に
か
け
て
の
先
島
（
八
重
山
・
宮
古
）
探
査
、
第
二
回
は
四
五
年
五
月
の
石

垣
島
・
与
那
国
島
・
宮
古
島
を
経
て
沖
縄
島
に
至
る
琉
球
列
島
全
域
の
探
査、

第
三
回
は
同
年
八
月
の
那
覇
港
へ
の
再
来
航
で
あ
る
（
須
藤
利

一
「
サ
マ
ラ

ン
号
航
海
記
附
記
」

『南
島
』
第

一
輯
南
島
研
究
所

一
九
四

0
年
）
。
武

装
兵
や
武
器
弾
薬
を
満
載
し
た
サ
マ
ラ
ン
号
の
乗
組
員
が
琉
球
当
局
の
意
思

を
無
視
し
て
強
引
に
探
査
を
繰
り
返
し
た
こ
と
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
後
の
外
圧

が
ス
ト
レ
ー
ト
に
琉
球
列
島
へ
加
わ
り
は
じ
め
た
こ
と
を
意
味
し
、
琉
球
当

局
だ
け
で
は
な
く
冊
封
進
貢
体
制
全
体
を
震
撼
さ
せ
る
に
足
る
イ
ン
パ
ク
ト

と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
サ
マ
ラ
ン
号
に
続
い
て
、

多
く
の
イ
ギ
リ
ス
艦
船
が

来
航
し
、
和
好
・
貿
易
を
要
求
し
た
だ
け
で
な
く
、
一
八
四
六
年
に
は
英
国

籍
の
宣
教
師
兼
医
師
の
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
（
伯
徳
令
）
一
家
が
来
琉
し
、
以

後
八
年
間
に
わ
た
っ
て
逗
留
し
続
け
、
琉
球
当
局
の
頭
痛
の
種
と
な
る
。
し

か
も
、
和
好
・
貿
易
を
要
求
し
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
フ

ラ
ン
ス
も
イ
ギ
リ
ス
と
前
後
し
て
直
接
琉
球
当
局
へ
和
好
・
貿
易
・
布
教
の

要
求
を
提
起
し
て
い
る
。

一
八
四
四
年
四
月
二
十
八
日
（
道
光
二
十
四
年
三
月
十
一

日
）
、
フ
ラ
ン

ス
東
洋
艦
隊
の
一
艦
船
ア
ル
ク
メ
ー
ヌ
号
（
乗
組
員
二
三

0
名
）
が
那
覇
港

へ
入
港
し
た
。
翌
日
、
上
陸
し
た
艦
長
の
デ
ュ
プ
ラ
ン
は
琉
球
当
局
に
対
し

て
、
フ
ラ
ン
ス
が
清
国
と
二
百
年
も
の
間
貿
易
関
係
に
あ
る
こ
と
、

今
回
フ

ラ
ン
ス
国
王
の
命
令
で
琉
球
と
も
貿
易
関
係
を
築
く
目
的
で
来
航
し
た
こ
と

を
告
げ
た
。
驚
愕
し
た
琉
球
当
局
は
貿
易
品
を
産
出
し
な
い
こ
と
を
理
由
に

貿
易
を
拒
絶
し
た
と
こ
ろ
、
デ
ュ
プ
ラ
ン
は
さ
ら
に
後
日
「
大
総
兵
」
（
艦

隊
司
令
官
）
が
来
航
す
る
予
定
な
の
で
、
正
式
の
回
答
は
「
大
総
兵
」
へ
提

出
す
る
こ
と
、
そ
の
際
の
通
訳
を
養
成
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
宣
教
師
の
フ

ォ
ル
カ
ー
ド
を
逗
留
さ
せ
る
こ
と
を
言
明
し
て
出
港
し
た
（
西
里
喜
行
「
ア

ヘ
ン
戦
争
後
の
外
圧
と
琉
球
問
題
道
光
・
咸
豊
期
の
琉
球
所
属
問
題
を

中
心
に
|

|
」
『琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
五
十
七
集
琉
球
大
学
教

育
学
部

二
0
0
0年
参
照）
。
琉
球
当
局
は
「
異
国
人
の
逗
留
」
を
「
国

法
違
反
」
と
し
て
拒
絶
し
た
が
、
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
は
そ
の
後
―

一年
間
琉
球
に

留
ま
り
、
琉
球
当
局
の
厳
し
い
監
視
の
も
と
で
、
琉
球
語
の
習
得
に
努
め
布

教
を
試
み
た
。
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琉
球
当
局
は
薩
摩
藩
の
在
番
奉
行
と
も
協
議
の
上
で
、
こ
の
年
の
進
貢
船

の
正
副
使
に
対
し
て
「
フ
ラ
ン
ス
人
が
琉
球
の
頭
越
し
に
清
国
と
掛
け
合
っ

て
琉
仏
の
和
好
・
貿
易
・布
教
を
認
め
さ
せ
る
事
態
が
予
想
さ
れ
る
な
ら
ば
、

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
九
七
頁

布
政
使
へ
の
杏
文
（
書
簡
）
の
な
か
で
言
及
し
た
フ
ラ
ン
ス
人

一
件
に
関
す

る
報
告
は
削
除
す
る
よ
う
に
」
と
指
示
し
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う

（『琉
球
王
国
評
定
所
文
書』

第

一
巻

一
九
八
八
年
）
。
フ
ラ
ン
ス
艦
船
の
琉
球
来
航
を

浦
添
市
教
育
委
員
会

清
国
へ
報
告
し
た
場
合
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
怒
り
を
買
う
可
能
性
が
あ
る
だ
け

で
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
が
琉
球
の
頭
越
し
に
清
国
と
交
渉
し
た
場
合
、
清
国
が

フ
ラ
ン
ス
の
要
求
を
認
め
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
、
琉
球
当
局
は
最
も
恐

琉
球
の
頭
越
し
の
清
仏
交
渉
に
よ
る
琉
球
開
国
1
1
和
好
・
貿
易
・
布
教
の

可
能
性
は
現
実
化
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
デ
ュ
プ
ラ
ン
が
予
告
し
た
フ
ラ

ン
ス
の
「
大
総
兵
乗
船
」
の
来
航
は
二
年
後
に
現
実
化
し
た
。
一

八
四
六
年

六
月
、
英
国
籍
の
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
一
家
が
上
陸
し
て
か
ら
一
ヶ
月
後
に
、

フ
ラ
ン
ス
東
洋
艦
隊
の
セ
シ
ー
ユ
提
督
に
率
い
ら
れ
た
三
隻
の
フ
ラ
ン
ス
艦

船
が
、
沖
縄
島
北
部
の
運
天
港
に
集
結
し
、
約

一
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
琉
球
当

局
と
交
渉
を
繰
り
返
し
、
和
好

・
貿
易
に
関
す
る
条
約
締
結
を
迫
っ
た
。
交

渉
の
過
程
で
、
セ
シ
ー
ユ
提
督
は
①
琉
球
に
は
金
銀
鉄
は
な
い
と
い
う
が
、

反
布

・
薬
剤

・
黒
糖

・
焼
酎
な
ど
の
貿
易
品
が
豊
富
に
存
在
す
る
の
で
、
琉

球
側
の
貿
易
拒
絶
の
理
由
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
、

②
琉
球
駐
在
の
「
度
佳

嘲
島
人
」
の
言
い
な
り
に
な
っ
て
い
る
と
食
料
の
供
給
を
絶
た
れ
る
恐
れ
が

五
五
八
＼
五
六
七
頁

師
ル
チ
ュ
ル
ジ
ュ

（
伯
多
禄
）
を
琉
球
に
留
め
る
こ
と
と
し
、

ニ
ヶ
月
後
に

あ
る
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
交
易
す
れ
ば
琉
球
の
必
要
と
す
る
商
品
は
い
つ

で
も
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
、
「
日
本
人
の
厳
密
取
り
締
ま
り
」
を
免
れ

る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
、

③
琉
球
は
地
理
的
に
有
利
な
位
置
に
あ
り
、
外
国

貿
易
に
よ
っ
て
富
豪
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
に
、
迷
夢
か
ら
醒
め
ず
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
と
の
貿
易
を
断
る
な
ら
ば
、
将
来
「
貪
欲
の
国
」
（
イ
ギ
リ
ス
）

が
港
を
占
拠
し
、
琉
球
を
植
民
地
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
強
調

し
て
止
ま
な
か

っ
た

（『
大
日
本
維
新
史
料
』
第

一
編
ノ

一
、
六
七

0
頁
＼

六
七
八
頁

維
新
史
料
編
纂
事
務

局

一

九

三
八
年
）
。
条
約
締
結
を
要
求

す
る
セ
シ
ー
ユ
提
督
の
最
終
的
な
狙
い
は
、
琉
球
を
保
護
国
と
し
て
ラ
イ
バ

ル
の
イ
ギ
リ
ス
と
対
抗
す
る
た
め
の
拠
点
を
築
く
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
琉
球
当
局
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
警
戒
し
、
他
方
で
琉
球
貿

易
構
想
を
積
極
的
に
推
進
し
よ
う
と
す
る
薩
摩
藩
の
思
惑
を
も
見
抜
き
つ

つ
、
巧
み
な
引
き
延
ば
し
戦
術
を
駆
使
し
て
条
約
締
結
の
回
避
に
全
力
を
尽

く
さ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。

琉
球
当
局
を
説
得
す
る
こ
と
に
失
敗
し
た
セ
シ
ー
ユ
提
督
は
、

年
七
月
十
七
日
、

三
隻
の
フ
ラ
ン
ス
艦
船
を
率
い
て
運
天
港
を
離
れ
た
が
、

そ
の
際
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
ら
を
連
れ
去
る
代
わ
り
に
、
別
の
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教

は
ア
ド
ネ
を
送
り
込
ん
で
同
居
さ
せ
た
の
で
、
琉
球
当
局
に
と
っ
て
は
何
ら

問
題
の
解
決
と
は
な
ら
ず
、

む
し
ろ
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
と
と
も
に
頭
痛
の
種

が
増
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
前
掲
西
里
「
ア
ヘ
ン
戦
争
後
の
外
圧

と
琉
球
問
題
」
参
照
）
。

一
八
四
六
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（
三
）
宗
主
国
1
1
清
国
の
「
内
憂
外
患
」

十
九
世
紀
の
五

0
年
代
に
入
る
と
、
琉
球
の
宗
主
国
1
1
清
国
の
社
会
経
済

危
機
は
先
鋭
化
し
、
五

0
年
に
は
洪
秀
全
に
率
い
ら
れ
た
太
平
軍
が
広
西
省

の
金
田
村
で
武
装
蜂
起
し
た
。
太
平
軍
は
五
一
年
九
月
、
永
安
を
陥
落
さ
せ

て

「
太
平
天
国
」

と
称
し
、
五
二
年
に
は
湖
南
省
へ
進
出
、
湖
南
省
か
ら
江

西
・
安
徽
へ
と
勢
力
圏
を
拡
大
し
、
五

0
万
の
大
軍
を
擁
す
る
に
至
っ
た
。

五
三
年
三
月
に
は
南
京
を
占
領
し
て
天
京
と
改
め
、
こ
こ
を
首
都
と
し
て
国

家
形
態
を
整
備
す
る
。
こ
の
間
、
清
国
側
の
軍
隊
は
連
戦
連
敗
を
重
ね
た
が
、

五
0
年
代
後
半
に
は
曾
国
藩
や
李
鴻
章
ら
の
「
義
勇
軍
」
に
よ

っ
て
漸
く
対

峙
状
況
が
形
成
さ
れ
た
。

清
国
軍
と
太
平
軍
が
南
北
に
対
峙
し
て
死
闘
を
展
開
し
つ
つ
あ
っ
た

一
八

五
六
年
、
広
東
省
の
清
国
官
憲
が
ア
ヘ
ン
密
輸
船
を
拿
捕
し
た
事
件
（
ア
ロ

1
号
事
件
）
と
広
西
省
で
発
生
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
殺
害
事
件
（
シ
ャ

プ
ド
レ
ー
ヌ
事
件
）
を
口
実
と
し
て
、
英
仏
連
合
軍
が
清
国
に
対
し
て
第
二

次
ア
ヘ
ン
戦
争
（
ア
ロ
ー
戦
争
）
を
開
始
し
た
。
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
は
以

後
四
年
間
に
わ
た
っ
て
継
続
し
、
戦
争
と
外
交
交
渉
が
繰
り
返
さ
れ
て
六
〇

年
に
終
結
し
た
が
、
こ
の
間
五
八
年
に
締
結
さ
れ
た
天
津
条
約
と
六

0
年
の

講
和
条
約
（
北
京
条
約
）
に
よ
っ
て
、
清
国
は
さ
ら
な
る
国
権
の
喪
失
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
。

五
0
年
代
の
清
国
の
内
憂
外
患
は
冊
封
進
貢
体
制
を
危
機
に
陥
れ
、
東
ア

ジ
ア
の
国
際
秩
序
を
激
し
く
動
揺
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
琉
球
王
国
に
つ
い

て
言
え
ば
、
清
国
の
内
憂
外
患
は
冊
封
進
貢
に
重
大
な
支
障
が
生
ず
る
こ
と

を
意
味
し
た
だ
け
で
な
く
、
欧
米
列
強
の
圧
力
に
直
面
し
て
も
宗
主
国
た
る

清
国
の
援
助
を
期
待
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
し
た
。

一
八
五

0
年
代
の
「
外
圧
」
と
琉
球

五
0
年
代
に
入
る
と
、
欧
米
列
強
の
東
ア
ジ
ア
に
対
す
る
圧
力
は
益
々
強

ま
っ
た
。
五
二
年
四
月
、
琉
球
近
海
を
航
行
中
の
ア
メ
リ
カ
船
籍
ロ
バ
ー
ト
・

バ
ウ
ン
号
上
に
お
い
て
、
中
国
人
労
働
者
（
苦
力
）
の
衝
撃
的
な
反
乱
が
発

生
し
、
苦
力
た
ち
に
奪
取
さ
れ
た
バ
ウ
ン
号
が
琉
球
列
島
南
端
の
石
垣
島
崎

枝
沖
で
座
礁
、
三
八

0
名
の
苦
力
が
上
陸
し
た
こ
と
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
の
国

際
秩
序
を
揺
る
が
せ
る
国
際
事
件
へ
と
展
開
し
た

ロ
バ
ー
ト
・
バ
ウ
ン
号
事

件
に
琉
球
王
国
も
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
（
西
里
喜
行

『バ
ウ
ン
号
の

苦
力
反
乱
と
琉
球
王
国
』
棺
樹
書
林
二

0
0
一
年
参
照
）
。
武
装
兵
を
石

垣
島
に
上
陸
さ
せ
て
苦
力
拿
捕
作
戦
を
展
開
し
、
捕
縛
し
た
苦
力
を
清
国
当

局
へ
引
き
渡
し
て
有
罪
判
決
を
下
す
こ
と
を
要
求
し
た
英
米
側、

苦
力
貿
易

に
暗
躍
す
る
欧
米
商
人
や
バ
ウ
ン
号
船
長
の
非
道
を
弾
劾
し
て
苦
力
に
無
罪

判
決
を
下
し
た
清
国
当
局
、
一
年
半
に
わ
た
っ
て
石
垣
島
に
逗
留
し
た
多
数

の
苦
力
を
保
護
し
最
終
的
に
福
州
へ
護
送
し
た
琉
球
当
局
が
ロ
バ
ー
ト
・
バ

ウ
ン
号
事
件
へ
関
わ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
薩
摩
藩
や
幕
府
も
事
件
の
展
開
に

注
目
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
石
垣
島
で
苦
力
捕
縛
作
戦
を
展
開
し
た
ア
メ

リ
カ
艦
船
サ
ラ
ト
ガ
号
は
、
ペ
リ
ー
提
督
に
率
い
ら
れ
て
、

ま
も
な
く
日
本

の
浦
賀
に
姿
を
現
す
こ
と
に
な
る
。

（四）
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ペ
リ
ー
提
督
率
い
る
ア
メ
リ
カ
東
イ
ン
ド
艦
隊
は
日
本
開
国
交
渉
の
た
め

江
戸
湾
へ
向
か
う
途
中
の
一
八
五
三
年
五
月
、
琉
球
占
領
の
意
図
を
秘
め
つ

つ
那
覇
へ
寄
港
し
た
（
「
ペ
リ
ー
提
督
意
見
書
」

『
日
本
近
代
思
想
大
系

一
開

国
』
岩
波
書
店
一
九
九
一
年
）
。
那
覇
港
は
以
後
一
年
余
の
間
、
ペ
リ
ー

提
督
の
日
本
遠
征
の
た
め
の
拠
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
幕
府
と
の
再

交
渉
の
た
め
五
四
年
二
月
四
日
那
覇
港
を
出
発
し
た
ペ
リ
ー
提
督
は
二
月
十

一
日
江
戸
湾
へ
入
り
、
三
月
十
五
日
か
ら
神
奈
川
に
お
い
て
日
米
条
約
交
渉

を
開
始
し
た
。
ア
メ
リ
カ
側
の
条
約
草
案
に
は
琉
球
の
那
覇
港
も
開
港
予
定

地
の
一
っ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
幕
府
当
局
の
抵
抗
に
よ

っ
て
、
那
覇
港

の
開
港
は
当
面
回
避
さ
れ
た
。
幕
府
当
局
が
那
覇
開
港
に
抵
抗
し
た
の
は
琉

球
の
所
属
に
つ
い
て
明
確
な
意
思
決
定
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
来
、
対
外

的
に
は
琉
球
を
幕
藩
体
制
の
圏
外
に
位
置
づ
け
て
対
処
し
て
き
た
か
ら
で
あ

る。
ペ
リ
ー
提
督
は
薩
琉
関
係
の
内
実
を
熟
知
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

琉
球
を
一
独
立
国
と
み
な
し
、
日
米
和
親
条
約
締
結
の
後
も
那
覇
へ
寄
港

し
、
琉
球
当
局
に
対
し
て
も
条
約
締
結
を
要
求
し
た
。条
約
交
渉
の
場
で
は
、

従
来
通
り
薩
琉
関
係
隠
蔽
方
針
が
踏
襲
さ
れ
、
那
覇
在
住
の
薩
摩
役
人
は
琉

球
代
表
団
の
背
後
に
控
え
る
だ
け
に
と
ど
ま
り
、
琉
球
当
局
が
外
交
主
体
と

し
て
直
接
ペ
リ
ー
提
督
と
交
渉
し
、
五
四
年
七
月
十

一
日
、
琉
米
修
好
条
約

に
調
印
し
た

。

琉
米
修
好
・
公
正
貿
易
•
海
難
救
助
な
ど
の
七
条
か
ら
な
る

条
約
の
内
容
は
ほ
ぼ
日
米
和
親
条
約
に
準
拠
し
て
い
る
が
、
漢
文
と
英
文
で

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
清
国
暦
と
西
暦
が
併
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
琉
球
で
は
条
約
締
結
が
前
代
未
聞
の
大
事
件
と
受
け
止
め

ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
ペ
リ
ー
提
督
一
行
の
首
里
城
訪
問
、
国
王
会
見
の
強

要
も
琉
球
当
局
を
驚
愕
さ
せ
た
。

琉
米
修
好
条
約
締
結
の
翌
年
（
一
八
五
五
年
）
、
ゲ
ラ
ン
提
督
の
率
い
る

フ
ラ
ン
ス
艦
隊
が
条
約
締
結
を
目
的
と
し
て
那
覇
へ
寄
港
し
た
。
ゲ
ラ
ン
提

督
は
琉
球
当
局
と
の
条
約
交
渉
に
お
い
て
、
自
由
貿
易
を
要
求
し
た
だ
け
で

な
く
、
土
地
の
貸
与
、
公
館
の
建
設
ま
で
強
要
し
、
居
留
地
獲
得
の
意
図
を

示
し
た
。
驚
愕
し
た
琉
球
当
局
は
フ
ラ
ン
ス
の
要
求
を
撤
回
さ
せ
る
た
め
に

決
死
の
請
願
を
続
け
た
が
、
ゲ
ラ
ン
提
督
は
交
渉
の
場
に
多
数
の
武
装
兵
を

配
置
し
て
戦
闘
態
勢
を
誇
示
し
つ
つ
、
琉
球
当
局
を
威
圧
し
、
遂
に
五
五
年

十
月
十
五
日
、
琉
仏
条
約
に
調
印
さ
せ
る
に
至
っ
た
（
『琉
球
王
国
評
定
所

文
書
』
第
十
一
巻
「
仏
船
三
艘
来
着
付
那
覇
二
而
之
日
記
」
浦
添
市
教
育
委

一
九
九
五
年
）
。

ペ
リ
ー
提
督
や
ゲ
ラ
ン
提
督
の
琉
球
に
お
け
る
言
動
は
、
琉
球
の
宗
主
国

た
る
清
国
の
官
僚
層
に
も
深
刻
な
脅
威
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
、
第
二
次
ア

ヘ
ン
戦
争
の
過
程
で
締
結
さ
れ
た
一
八
五
八
年
の
天
津
条
約
の
一
項
、
即
ち

「
外
国
領
事
の
北
京
駐
在
」
条
項
に
反
対
す
る
論
拠
と
し
て
繰
り
返
し
言
及

さ
れ
た
（
西
里
喜
行
「
琉
球
処
分
と
樺
太
・
千
島
交
換
条
約
」

『
ア
ジ
ア
の

な
か
の
日
本
史
』
N

東
京
大
学
出
版
会
一
九
九
二
年
参
照）
。
「
外
圧
」

は
中
琉
関
係
に
も
暗
雲
を
た
れ
込
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

員
会
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ア
ヘ
ン
戦
争
後
の
中
琉
関
係
の
諸
相

第
十
三
冊
•
第
十
四
冊
収
録
文
書
の
内
容

第
十
三
冊
•
第
十
四
冊
収
録
文
書
の
内
容
か
ら
浮
か
び
上
が
る
中
琉
関
係

の
主
要
問
題
（
懸
案
事
項
）
を
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
、

①
琉
球
の
貢
期
（
進
貢
時
期
）
改
定
問
題
、
②
進
貨
船
・
接
貢
船
の
遭
難
事

件、

③
進
貢
使
臣
・
官
生
等
の
死
亡
事
件
、
④
尚
育
王
の
死
去
と
報
喪
使
派

遣
問
題
、

⑤
慶
賀
使
・
謝
恩
使
派
遣
と
「
一
貞
免
除
」
問
題
、
⑥
漂
流
・
漂

着
難
民
の
救
助
・
送
還
問
題
、

⑦
琉
球
滞
在
英
仏
人
の
退
去
要
請
を
め
ぐ
る

問
題
、
⑧
石
垣
「
漂
着
」
苦
力
貿
易
船
へ
の
対
応
問
題
、
⑨
琉
球
進
貢
使
の

北
京
入
城
延
期
問
題
、
⑩
鋳
銭
用
銅
材
（
銅
地
金
）
の
提
供
問
題
、

等
々
の

諸
問
題
で
あ
っ
て
、
従
来
の
伝
統
的
秩
序
の
も
と
で
繰
り
返
さ
れ
て
来
た
諸

問
題
に
加
え
て
、
ア
ヘ
ン
戦
争
後
の
国
際
秩
序
の
再
編
の
中
で
新
た
に
浮
上

し
た
問
題
も
少
な
く
な
い
こ
と
が
判
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
各
事
項
（
問
題
）

の
概
要
と
宝
案
文
書
の
関
連
個
所
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

①
琉
球
の
真
期
（
進
貢
時
期
）
の
改
定
問
題
。
二
年
一
真
と
さ
れ
て
い
た

琉
球
の
貢
期
を
四
年
一
真
に
改
定
す
る
と
い
う
道
光
帝
の
上
諭
が
、
進
貢
船

派
遣
準
備
中
の
琉
球
へ
届
い
た
の
は
、
尚
育
王
冊
封
の
翌
々
年
（
道
光
二
十

年
六
月
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ア
ヘ
ン
戦
争
が
始
ま
っ
た
直
後
の
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
琉
球
当
局
は
あ
え
て
上
諭
を
無
視
し
て
進
貞
使
を
派
遣
し
た

ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
貢
期
回
復
を
要
請
す
る
請
願
使
節
を
も
福
州
へ
派

遣
し
、
福
建
当
局
と
懸
命
の
交
渉
を
繰
り
返
し
、
琉
球
の
要
請
を
北
京
当
局

へ
転
送
さ
せ
、

つ
い
に
上
諭
の
撤
回
、
貢
期
回
復
を
達
成
し
た
（
前
掲
西
里

「
冊
封
進
貢
体
制
の
動
揺
と
そ
の
諸
契
機
」
参
照
）
。
こ
の
間
の
主
な
経
緯

は
第
十
二
冊
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
第
十
三
冊
に
も
貢
期
回
復
の
謝
礼
と

し
て
、
皇
帝
あ
て
に
提
出
さ
れ
た
表

文
・
奏
文
（
巻
一
七
五
—
二
、
一
七
五

ー
三
）
、
布
政
使
司
あ
て
の
杏
文
（
巻
一
七
五

ー一

五
）
、
礼
部
あ
て
の
次
口
文
（
巻

一
七
五
ー
六
な
ど
）
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

②
進
貢
船
．
接
貢
船
の
遭
難
事
件
。
中
琉
関
係
の
重
要
な
橋
渡
し
役
を
担

う
進
貢
船
．
接
貢
船
の
遭
難
事
件
は
道
光
・
咸
豊
年
間
に
も
頻
発
し
、
関
連

文
書
は
第
十
三
冊
に
九
点
（
巻
一
七
六
—
-
、
巻
一
七
七
—
四
、
巻

一
八

一

|
 

1
0
、
巻
一
八
―
―
—五
、
巻

一
八
二
—
六
、
巻
一
八

――
―—
二
0
、
巻

一
八

四
—
六
、
巻
一
八
四
ー
七
、
巻
一
八
五
—
一
八
）
収
録
さ
れ
て
い
て
、
い
ず

れ
も
ア
ヘ
ン
戦
争
後
の
道
光
二
十
年
代
の
事
件
で
あ
る
。
ま
た
第
十
四
冊
に

は
咸
豊
年
間
の
事
件
一
点
（
巻
一
九
九
—
―
-
）
だ
け
収
録
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、
咸
豊
六
年
派
遣
の
進
貢
船
が
帰
国
途
中
で
遭
難
し
、
二
十
六
名
が
西

洋
船
に
救
助
さ
れ
た
と
い
う
こ
の
事
例
は
、
西
洋
船
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る

活
動
拡
大
の
反
映
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。

③
進
貢
使
臣
・
官
生
等
の
死
亡
事
件
。
尚
育
王
冊
封
に
対
す
る
謝
恩
正
使

と
し
て
派
遣
さ
れ
た
翁
寛
（
三
司
官
、
兼
城
朝
典
）
が
任
務
を
遂
行
し
て
北

京
か
ら
福
州
へ
戻
っ

た
後
、
道
光
十
九
年
十
二
月
に
琉
球
館
で
病
没
（
巻
一

七
五
I

―
-
）
し
た
の
に
続
い
て
、
道
光
二
十
年
代
に
は
、

二
十
年
の
進
貢

副
使
林
常
裕
の
病
没
（
巻
一
七
四
I

―
二
、
巻
一
七
四
I

一
五
、
巻

一
七
五

_
―
二
、
巻
一
七
五
I

一
九
）
、
二
十
二
年
の
進
貢
副
使
魏
恭
倹
の
病
没
（
巻
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五
、
巻
一
八
七
—
一
六
な
ど
）

。

む
ろ
ん
、
後
継
者
の
尚
泰
は
ま
だ
幼
少
で

一
八
〇
—
六
、
巻
一
八
〇
—
七
、
巻
一
八
O
I

八
、
巻
一
八
〇
ー
九
、
巻

一
八
〇
—
-
、
巻
一
八
〇
—
四
、
巻
一
八
一
—
四
、
巻
一
八

ニ
ー

ニ
）
、
ニ

十
六
年
の
請
諭
副
使
梁
学
孔
の
病
没
（
巻
一
八
五
—
―

二
、
巻
一
八
五
I
-

七
）
が
相
次
い
だ
の
は
ア
ヘ
ン
戦
争
前
後
の
困
難
な
情
勢
と
も
関
連
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
道
光
二
十
年
に
派
遣
さ
れ
た
官
生
の
向
克
秀
は

帰
国
途
中
福
州
で
病
没
（
巻
一
八
三

ー
一
四
、
巻
一
八
三
ー
一
八
、
巻
一
八

四
I

四
）
、
二
十
六
年
の
進
貢
副
使
梁
必
達
の
践
伴
黎
修
道
も
福
州
琉
球
館

で
病
没
（
巻
一
八
五
—
八
）
、
病
没
者
は
都
合
五
名
に
達
し
て
い
る

。

④
尚
育
王
の
死
去
と
報
喪
使
派
遣
問
題
。
相
次
ぐ
異
国
船
の
来
航
、
英
仏

宣
教
師
の
不
法
滞
在
等
で
対
外
的
に
困
難
な
状
況
に
あ
っ
た
道
光
二
十
七
年

九
月
、
尚
育
王
が
死
去
す
る
と
、
翌
年
の
進
貢
船
で
尚
育
王
の
死
去
を
報
告

す
る
た
め
、
報
喪
使
と
し
て
周
大
光
等
が
派
遣
さ
れ
た
（
巻
一
八
六
I

―
二
、

巻
一
八
七
l
-
、
巻
一
八
七
—

1
0
、
巻
一
八
七
—
一
四
、
巻
一
八
七
—
―

あ
っ
た
た
め
、
冊
封
要
請
の
使
者
（
請
封
使
）
は
派
遣
さ
れ
て
い
な
い
。

⑤
慶
賀
使
・
謝
恩
使
派
遣
と
「
一
貢
免
除
」
問
題
。
道
光
帝
の
死
去
、
咸

豊
帝
の
即
位
に
当
た
り
、
琉
球
側
は
進
貢
品
と
と
も
に
「
慶
賀
の
方
物
」
を

進
呈
す
る
。
し
か
し
、
清
国
側
は
こ
れ
を
次
回
の
進
貢
品
に
あ
て
「
一
貢
を

免
除
す
る
」
と
指
示
し
た
た
め
、
琉
球
側
は
従
来
の
二
年
一
貢
の
規
定
ど
お

り
に
進
貢
を
続
け
な
が
ら
、
皇
帝
即
位
の
「
慶
賀
の
方
物
」
だ
け
で
な
く
、

皇
后
冊
立
の
「
慶
賀
の
方
物
」
、
御
書
厘
額
の
下
賜
に
対
す
る
「
謝
礼
の
方
物
」

等
を
も
併
せ
て
受
領
し
て
も
ら
う
た
め
の
交
渉
を
、
延
々
と
繰
り
返
す
こ
と

に
な
る
。
こ
の
間
の
関
連
文
書
は
第
十
三
冊
に
一
点
（
巻
一
八
九
I

―四）、

第
十
四
冊
に
十
七
点
（
巻
一
九
O
I
六
、
巻

一
九
―

I
五
、
巻
一
九
ニ
ー
六
、

巻
一
九
ニ
ー
―
二
、
巻

一
九
二
—

一
三
、
巻
一
九
ニ
ー
一
六
、
巻

一
九
六
—
八
、

巻
一
九
六
—

1
0
、
巻
一
九
六
—
一
八
、
巻
一
九
六
—

三
二
、
巻
一
九
六
—

三
三
、
巻
二
0
0
-

―
三
、
巻
二
0
0
-

―
五
、
巻
二
O
O
—
一
六
、
巻
二

O
O
I
二
0
、
巻
二

0
0
ー
ニ
六
、
巻
二

0
0
ー一
三
一
）
収
録
さ
れ
て
い
る
。

⑥
漂
流
・
漂
着
難
民
の
救
助

・
送
還
問
題
。
中
琉
関
係
の
中
で
は
、
進
貢

船
．
接
貢
船
・
護
送
船
な
ど
の
公
用
船
の
遭
難
だ
け
で
な
く
、
民
間
船
の
漂

流
・
漂
着
も
頻
発
し
、
そ
の
救
助
・
送
還
問
題
が
外
交
交
渉
の
重
要
な
課
題

と
な
る
。
従
っ
て
歴
代
賞
案
文
書
の
中
で
も
、
漂
流
・
漂
着
関
連
文
書
が
大

き
な
比
重
を
占
め
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
第
十
三
冊
に
収
録
さ
れ
て
い

る
関
連
文
書
は
二
十
点
以
上
（
巻
一
七
四
I

一
六
、
巻
一
七
五

ー
一
八
、
巻

一
七
六
—
三
、
巻
一
七
七
—
四
、
巻
一
七
八

ー

一
三
、
巻
一
八
O
l

五
、
巻

八
ニ
ー
四
、
巻
一
八
三
—
一
九
、
巻
一
八
五
I

一
五
、
巻
一
八
五
ー
一
六
、

巻
一
八
七

I
―
二
、
巻

一
八
七

I
一
三
、
巻
一
八
八

ー
八
、
巻
一
八
九

I
三

六
、
巻
一
八
九
—

三
七
、
巻
一
八
九
—
三
八
な
ど
）

も

二
十
点
以
上
の
関
連
文
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
（
巻
一
九

〇
—
七
、
巻
一

九
O
I
一
四
、
巻
一
九

0
-
―
五
、
巻
一
九
一

で
あ
る
。
第
十
四
冊
に

ー
一
八
、
巻
一
九
一
ー
一
九
、

巻
一
九
一
ー
ニ

0
、
巻
一
九
二
—
―
二
、
巻
一
九
ニ
ー
一
四
、
巻
一
九
ニ
ー

二
二
、
巻
一
九
ニ
ー

ニ
三
、
巻
一
九
三
I

九
、
巻
一
九
六
—
二
六
、
巻
一
九

六
—
二
九
、
巻
一
九
七
I

二
、
巻
一
九
七
I

三
、
巻
一
九
七
—
四
、
巻
一
九

七
—
九
、
巻
一
九
七
ー
一

0
、
巻
一
九
七
I

―
-
、
巻
一
九
九
—
一
三
、
巻
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二
0
0
|
1
0
な
ど
）
。

む
ろ
ん
、
前
掲
の
遭
難
事
件
に
は
、
中
国
沿
岸
へ
漂
着
し
た
琉
球
船
だ
け

で
な
く
、
琉
球
列
島
へ
漂
羞
し
た
中
国
船
（
中
国
人
）
や
朝
鮮
国
船
（
朝
鮮
人
）

の
救
護
送
還
問
題
も
含
ま
れ
て
い
る
。
咸
豊
五
年
の
接
貢
船
で
送
還
さ
れ
た

福
建
人
（
張
万
興
ら
）
と
江
南
人
（
陸
載
岩
ら
）
の
事
例
（
巻

一
九
七

ー
四

な
ど
）
、
咸
豊
四
年
の
進
員
船
で
福
州
へ
送
還
さ
れ
た
朝
鮮
人
（
梁
鶴
信
ら
）

の
事
例
（
巻

一
九
六
—
二
九
、
巻
一
九
七
—

―
一
など
）
、
同
じ
く
咸
豊
五
年

の
朝
鮮
人
（
韓
致
得
ら
）
の
事
例
（
巻
一
九
七
ー
一
―
)
、
同
じ
く
咸
豊
七

年
の
朝
鮮
人
（
金
応
彩
ら
）
の
事
例
（
巻
一
九
九
—
一

三
、
巻
一
九
九

l


四
、
巻
二
O
O
—

1
0
、
巻
二
O
O
—
三
六
な
ど
）
で
あ
る

。

八
四
四
）
以
来
、
琉
球
に
不
法
滞
在
し
続
け
た
英
仏
宣
教
師
を

一
日
も
早
く

退
去
さ
せ
る
こ
と
が
、
琉
球
当
局
に
と
っ
て
重
要
な
外
交
課
題
と
な

っ
た
。

し
か
し
、
自
力
で
退
去
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
と
判
断
し
た
琉
球
当
局
は
、

宗
王
国
の
清
国
に
宣
教
師
退
去
の
た
め
の
外
交
交
渉
を
依
頼
す
る
ほ
か
は
な

か
っ
た
。
英
仏
宣
教
師
の
退
去
要
請
の
た
め
、
道
光
―
―
十
六
年
(
-
八
四
六
）

に
、
請
諭
特
使
（
毛
増
光
1
1
池
城
安
邑
ら
）
を
福
州
へ
派
遣
、
福
建
当
局
に

外
交
的
援
助
を
要
請
し
た
。
関
連
文
書
は
第
十
三
冊
に
四
点
収
録
さ
れ
て
い

る
（
巻
一
八
ニ
ー
一
、
巻
一
八
ニ
ー
三
、
巻
一
八
二
—
八
、
巻
一
八
二
—
九
）。

要
請
を
受
け
た
福
建
当
局
は
北
京
の
政
府
当
局
や
広
東
当
局
に
通
報
し
、
広

東
に
お
け
る
対
英
仏
交
渉
が
開
始
さ
れ
た
が
、
直
接
的
に
は
何
ら
の
効
果
も

も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
琉
球
側
は
進
貢
船
．

接
貢
船
を
派
遣
す
る

⑦
琉
球
滞
在
英
仏
人
の
退
去
要
請
を
め
ぐ
る
間
題
。
道
光
二
十
四
年
（

た
び
に
同
様
の
要
請
を
繰
り
返
し
た
だ
け
で
な
く
、
咸
豊
―
一
年
(
-
八
五
二
）

に
は
石
垣
島
「
漂
着
」
の
中
国
人
苦
力
（
労
働
者
）
の
送
還
問
題
と
英
仏
人

退
去
問
題
の
件
で
、
再
度
請
諭
特
使
（
馬
克
承
1
1
小
禄
良
忠
）
を
福
州
へ
派

遣
し
て
い
る
。
第
二
次
請
諭
使
派
遣
の
関
連
文
書
は
第
十
四
冊
に
七
点
収
録

さ
れ
て
い
る
（
巻
一
九

―
-
—
八
、
巻
一
九

―
―I

一
五
、
巻
一
九
二
—
二
六
、

巻
一
九
ニ
ー
ニ
七
、
巻

一
九
ニ
ー
ニ
八
、
巻
一
九
三
—

1
0
、
巻
一
九
三
I

―
-
）
。

⑧
石
垣
「
漂
着
」
苦
力
貿
易
船
へ
の
対
応
問
題
。咸
豊
期
（

一
八
五

0
年
代
）

に
入
る
と
、
欧
米
の
「
外
圧
」
は
益
々
強
ま
り
、
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
的
国
際

秩
序
は
動
揺
す
る
。
そ
の
象
徴
的
な
事
件
の
―
つ
が
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ウ
ン
号

事
件
で
あ
っ
た
。
咸
豊
二
年
(
-
八
五
二
）
二
月
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
ヘ
向

け
て
琉
球
近
海
を
航
行
中
の
苦
力
貿
易
船
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ウ
ン
号
（
ア
メ
リ

力
船
籍
）
が
、
虐
待
に
耐
え
か
ね
た
苦
力
た
ち
に
よ
っ
て
奪
取
さ
れ
、
台
湾

へ
引
き
返
す
途
中
石
垣
島
の
崎
枝
沖
で
座
礁
、
三
八

0
名
の
苦
力
が
上
陸
し

た
。
そ
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
、
琉
球
当
局
は
困
難
な
状
況
に
直
面
す
る

こ
と
に
な
る
（
前
掲
西
里

『バ
ウ
ン
号
の
苦
力
反
乱
と
琉
球
王
国
』
参
照）
。

米
英
艦
隊
に
捕
縛
さ
れ
、
あ
る
い
は
射
殺
、
病
死
、
自
殺
な
ど
で
非
業
の
死

を
遂
げ
た
苦
力
の
ほ
か
、
一
七

0
名
余
の
苦
力
は
一
年
余
の
間
石
垣
島
に
逗

留
し
、
郷
里
（
福
建
省
）
へ
の
送
還
を
繰
り
返
し
要
請
し
た
こ
と
か
ら
、
琉

球
当
局
は
英
仏
宣
教
師
の
退
去
問
題
と
と
も
に
苦
力
の
送
還
問
題
に
つ
い
て

も
清
国
当
局
の
協
力
と
許
可
を
得
る
た
め
、
請
諭
特
使
（
馬
克
承
1
1
小
禄
良

忠
）
を
福
州
へ
派
遣
し
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
、
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清
国
当
局
の
許
可
を
得
て
、
二
隻
の
護
送
船
で
一
七

0
名
余
の
苦
力
を
福
州

ヘ
護
送
し
た
が
、
途
中
海
賊
に
襲
撃
さ
れ
、
福
州
当
局
に
引
き
渡
さ
れ
た
の

は
一
―

10
名
余
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
の
関
連
文
書
は
、
第
十
四
冊
に
十
二
点

収
録
さ
れ
て
い
る
（
巻
一
九
―

-|―

一
五
、
巻
一
九
三
ー

一
〇
、
巻

一
九
三
ー

―
-
、
巻
一
九
四
—
七
、
巻
一
九
四
I

八
、
巻
一
九
四

ー
―
二
、
巻
一
九
四

ー
一
三
、
巻
一
九
五
—
一

三
、
巻

一
九
五
—

一
四
、
巻

一
九
五
I

一
五
、
巻

一
九
六

ー
ニ
七
、
巻
一
九
六

ー
ニ
八）
。

⑨
琉
球
進
貢
使
の
北
京
入
城
延
期
問
題
。
一

八
四
〇
＼
四
二
年
の
ア
ヘ
ン

戦
争
後
の
伝
統
的
国
際
秩
序
の
動
揺
、
と
り
わ
け
一
八
五

0
年
代
の
清
国
の

内
憂
外
患
（
太
平
天
国
の
乱
、
第
一
一
次
ア
ヘ
ン
戦
争
）
の
影
響
を
受
け
て
、

琉
球
進
貢
使
の
北
京
行
き
（
進
京
）
は
困
難
を
窮
め
る
よ
う
に
な
る
（
西
里

喜
行
「
咸
豊
・
同
治
期
（
幕
末
維
新
期
）
の
中
琉
日
関
係
再
考
尚
泰
冊

封
問
題
と
そ
の
周
辺
」

『東
洋
史
研
究
』
第
六
十
四
巻
第
四
号
東
洋

史
研
究
会

二
0
0六
年
参
照
）
。
咸
豊
二
年
(
-
八
五
―
-
）
、
咸
豊
四
年
（

一

八
五
四
）
、
咸
豊
六
年
（
一
八
五
六
）
、
咸
豊
八
年
(
-
八
五
八
）
の
進
貢
使

節
は
、
通
常
の
旅
程
を
大
幅
に
狂
わ
さ
れ
、
清
国
当
局
か
ら
進
京
中
止
の
命

令
を
受
け
な
が
ら
も
、
い
か
な
る
リ
ス
ク
を
冒
し
て
も
進
京
し
た
い
と
い
う

懸
命
の
請
願
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
辛
う
じ
て
進
京
し
て
進
貢
の
任

務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
が
、
咸
豊
十
年
(
-
八
六

0
)、
同
治
元
年
（

一

八
六
二
）
の
進
貢
使
は
つ
い
に
進
京
で
き
ず
、
中
琉
関
係
は
危
機
に
陥
る
に

至
っ
た
。
こ
の
間
の
琉
球
進
貢
使
の
進
京
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
第

十
三
冊
に
一
点
（
巻
一
七
九
—
九
）
、
第
十
四
冊
に
六
点
（
巻
一
九三
—
九
、

巻
一
九
七
—
―
-、
巻
一
九
九
—
三
、
巻
一
九
九
|

10
、
巻
二
0
0
ー
ニ
三
、

巻
二
0
0
-
―一

四
）
の
関
連
文
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

⑩
鋳
銭
用
銅
材
（
銅
地
金
）
の
提
供
問
題
。
内
憂
外
患
に
よ
っ
て
財
政
危

機
に
直
面
し
た
清
国
当
局
は
、

一
八
五

0
年
代
後
半
に
入
る
と
、
貨
幣
鋳
造

権
を
各
省
に
委
譲
し
、
各
省
当
局
は
独
自
の
判
断
で
銅
銭
鋳
造
に
乗
り
出
す

こ
と
に
な
る
。
各
省
に
先
駆
け
て
銅
銭
鋳
造
を
開
始
し
た
福
建
省
で
は
、
と

り
あ
え
ず
財
政
危
機
は
緩
和
で
き
た
。
し
か
し
、
ま
も
な
く
鋳
銭
用
の
銅
材

（
銅
地
金
）
が
払
底
し
た
こ
と
か
ら
、
咸
豊
六
年
(
-
八
五
六
）
冬
、
福
建

当
局
は
突
然
、
琉
球
側
に
銅
材
購
入
を
申
し
入
れ
た
。
琉
球
側
は
当
初
、
進

貢
品
の
枠
外
で
銅
材
を
提
供
す
る
こ
と
に
難
色
を
示
し
た
も
の
の
、
最
終
的

に
は
応
じ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
（
西
里
喜
行
「
咸
豊

・
同
治
期
（
幕
末
維
新

期
）
の
中
琉
日
関
係
に
関
す
る

一
考
察

銅
材
献
納
（
購
入
）
問
題
を
め

ぐ
っ
て

」『
第
十
届
中
琉
歴
史
関
係
学
術
会
議
論
文
集
』
中
琉
文
化
経

済
協
会

二
0
0七
年
参
照
）
。
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
、
第
十
四
冊
に

は
三
点
の
関
連
文
書

（
巻

一
九
九
—

―
二
、
巻
二
0
0
-

1
0
、
巻
二
0
0

—
三
六
）
が
収
録
さ
れ
て
い
る

。

以
上
の
よ
う
に
、
第
十

三
冊
•
第
十
四
冊
は
、

序
再
編
期
に
お
け
る
中
琉
関
係
の
具
体
的
な
諸
相
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
関

連
文
書
を
豊
富
に
収
録
し
、
貴
重
な
史
料
群
を
提
供
し
て
い
る
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。

ア
ヘ
ン
戦
争
後
の
国
際
秩

-89-



※

『
歴
代
賓
案
』
校
訂
本
第
十
四
冊
沖
縄
県
教
育
委
員
会

（五
九
九
＼
六

一三
頁）
。

二
0
1
―
一年

-90-




